
平成 25年度第2回横須賀市自殺対策連絡会次第

1 健康部長のあいさつ

2 連絡会の傍聴について

3 議事

日時:平成26年 1月29日(水)

i 午後3時~

場所i:i横須賀市保健所第一研修室

(1) 自殺者数の状況について(全国及び横須賀市)

(2)平成 25年中の横須賀市消防局の自損行為における救急取り扱い状況に

ついて(消防・救急課l

(3)過量服薬に対する医師会および薬剤師会としての今後の取組みについ

て(報告)(j横須賀市医師会)

(4)横須賀市自殺未遂者対策の報告

(5)市健康部保健所健康づくり課の今年度の取組み状況について

(6)京浜急行電鉄における青色照明灯の設置について

(7)その他
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[資料11
平成25年度横須賀市自殺対策連絡会構成員名簿

構成員氏名(ふりがな) 所属・役職

大滝紀宏(おおたき としひろ)
一般社団法人横須賀市医師会。 (湘南病院副院長:精神科医)

ゐ

長雄員一郎(ながお しんいちろう)
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部。 リハピリテーション学科教授

阿瀬川孝治(あぜかわたかはる)
一般社団法人横須賀市医師会
(汐λメンタルクリニック院長:精神科医)

4 今野幸子(こんのさちこ) 横須賀市民生委員児童委員協議会副会長

酒井和子(さかいかずこ) 横須賀公共職業安定所次長

桐山丈司(きりやまたけし) 横須賀労働基準監督署安全衛生課長

7 白木義治(しろきよしはる) 横須賀商工会議所まちづくり支援課長

8 中島.直行(なかじま なおゆき)
特定非営利活動法人三浦半島地域・
精神障害者の生活を支える会理事

9 堀込孝繁(ほりごめたかしげ) 財団法人横須賀市産業振興財団事務局長

10 鴇田直樹(ときたなおき) 横須賀警察署生活安全課長

11 天野茂之(あまの しげゆき) 浦賀響察署生活安全課長

12 秋田谷伸(あきたやしん) 田浦警察署生活安全課長

13 松岡義久(まつおかよしひさ)
横浜弁護士会
(宮島綜合法律事務所:弁護士)

14 堀田珠紀(ほったたまき)
神奈川県司法書士会
(保科・堀田司法書士事務所:司法書士)
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平成25年度横須賀市自殺対策連絡会構成員名簿
ー

構成員氏名(ふりがな) 所属・役職

15 栗田明(くりたあきら)
横須賀市薬剤師会理事
(薬剤師)

16 水野芳之(みずのよしゆき) 市民部市民生活課長

17 鈴木威(すずきたけし) 市民部人権・男女共同参画課長正

18 丸山力(まるやまっとむ) 市民部消費生活センタ一所長

19 泉谷洋子(いずみたにょうこ) 福祉部高齢福祉課長

20 高場利勝(たかばとしかっ) こども育成部こども青少年支援課長

21 演野芳江(はまのよしえ) こども育成部こども健康課長

22 中丸浩昭(なかまるひろあき) 消防局消防・救急課長

23 三浦昭夫(みうらあきお) 教育委員会事務局学校教育部支援教育課長

24 市川敦義(いちかわあつよし) 教育委員会事務局教育研究所長

。は座長 Oは副座長 平成26年 1月20日現在

事務局:保健所健康づくり課電話822-4336(直通)
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横須賀市における自殺の状況(人口動態統計に基づく)

(単位:人)

心3

11 平成24年 平成25年

区 分 確定値 11暫定値(平成問問点~I 暫定値

男 11 女 11 男 女 11 
男 女

10歳代

20歳代 7 7 

30歳代 10 3 

40歳代 4 7 4 11 

50歳代 4 12 

60歳代 ul !Ul DI 8 

70歳代 01 !JI 01 DI 10 

80歳代 !JI DI !JI 311 
90歳代 11 11 11 
不詳 01 11 01 

計 ~I []I ~I . 26 56 18 

計 82 11 80 
11 

74 崎務一
'
N
|
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横須賀市における自殺の状況

i 計 11 60 11 67 11 83 11 92 11 104 11 87 11 105 1，--108.-------1r _ 96______j 

!計 11 96 11 94 11 103 11 94 11 10711 82 ---11~--9T-----lr -.84 1l____~_2 I 

(※人口動態統計)



(資料2ー②)
内閣J議鶏基準皇

平成24年中における自殺の概況

0 平成24年自殺者数の年計(27，858人:確定値)は、対前年比2，793人(約9.1%)滅。

月別自殺者数の推移(総数) t単位:人】

3.600 

3.400 
a，，，、守、ー.、ー‘-， 

f~-3-.1-03-ー『』~3SS，aV~a，-3.∞3 "、』3.ω7 /"'=.、3.092 

2.800 

2.600 

2.4∞ 
2.200 

2.000 

1.800 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
トー田平取得吋・平成23年ー柑ー平1it22-'事・喧・・平臨海ー一平成m輔

{単位:人}

1月 2J:J 3貝 4貝 5月 6月 7月 8J1 9貝 10月 11月 12月 合酔

平成例年{確定値) 2.268 2.163 2.588 2.437 2.525 2.313 2.413 2.242 2.314 2.426 2.140 2.029 27.858 
累計 ー 4.伺1 1.019 9.，特6 11，981 14，294 16，107 18.949 21.263 23;689 25.829 27.858 ー
平成23年(櫨定値} 2.287 2.151 2.464 2.111 3.315 3.037 2.813 2.612 2.446 2.402 2.256 2.091 初1.651

累計 ー 4.438 6.902 9.613 12.988 16.025 18.838 21.450 23.896 26.298 28，554 30，651 ー
平成22年{確定値} 2.536 2.445 2，951 2.585 2.182 2.180 2.813 2.559 2.490 2.446 2.812 2.425 31.690 
累計 ー 4，981 7.938 10.523 13.305 16，085 18，958 21.517 24.007 26.453 29.265 31.690 ー
平成21年{確定値) 2.667 2.490 3.103 3.066 3，003 2，857 2.783 2.525 2.530 2.811 2.522 2.488 32.845 
累計 ー 5.157 8.260 11，326 14.329 17.186 19.969 22.494 25.024 27.835 30.351 32.845 国

平成20年{確定値} 2.542 乱相S 2.939 2.854 2，796 2.169 2.652 2.特1 2，714 3，092 2，539 2，513 32.249 
累計 ー 4.950 7，889 10.743 13，539 16，釦8 18.960 21，391 24.105 27，197 29，736 32.249 ー
対前年増誠敏{月別)(24-23) .0.19 12 124 .6.274 .0.師。 l:I.724 .0.400 l:I.370 A132 24 .6.116 l:I.68 ー
対前年増減数{累計)(24-23) ー、 .0.7 117 l:I.157 ゐ1.∞7ム1.131 .0.2，131 l:I.2.501 l:I.2.633 .0.2.609 A2，725 .0.2.793 ー
対前年増減車{月別>(24/23) l:I.O.8'誌 0.61 5.0覧 .0.10.1% .6.25.2民 .0.23.8完 A・14.25 A14.2" .65.41包 1.0諸 .65.1" A3.2% ー
対前年増誠寧{累計')(24/23) .60.3 1.7" .6:1.6気 A7.倒 .o.l0.8~ All.3~ L企り.~ .o.ll.OS l:I.9.9% A9.5S .0.9.1完 ー
責特7平成24年中に却す毒自殺の挟況【肉闇肩ー警察庁】

多考:東田本大震災被災3県【岩手県、宮擁県、福島県)を除〈年計の対前年増減率は9.21:濡.

月別自殺者数の推移(男女別)
{単位:人)

1貝 2月 3貝 4.1=1 5月 6月 7周 8周 9.1=1 10月 11.1=1 12月 合酔

合計 2.268 2.163 2，588 2，437 2.525 2.313 2，413 2.242 2.314 2.426 2.140 2.029 21，858 
平成例年 男性 1，594 1.508 1.829 1，726 1.121 1.631 1.609 1.543 1.562 1.680 1.481 1.389 19.213 

女性 614 655 759 711 8倒 682 804 699 752 746 659 640 8.585 

合計 ー 4.431 7.019 9.456 11，981 14.294 16.707 18.949 21.263 23.689 25.829 27.858 ー
累計 男性 ー 3.102 4.931 6.657 8.378 10.009 11.618 13.161 14.723 16.403 17.884 19.273 ー

女性 ー 1.329 2.088 2.799 3.603 4.285 5.089 5.788 6.540 7.286 7.945 8.585 ー
合計 2.287 2.151 2.464 2.711 3.375 3.037 2.813 2.612 2.446 2.402 2.256 2.097 30.651 

平成23年 男憧 1.561 1，496 1.751 1.871 2.276 2.071 1.888 1.761 1.648 1.667 1.560 1.，相5 20.955 
女性 726 655 713 840 1.099 966 925 851 798 735 696 692 9.696 

合計 ー 4.羽8 6.902 9，613 12.988 16.025 18，838 21.450 23.896 26.298 28.554 30.651 ー
累計 男性 ー 3.057 4.808 6.679 8.955 11.026 12，914 14，675 16.323 17.990 19.550 20.955 ー

女性 ー 1.381 2.094 2.934 4.033 4.999 5.924 6，775 7.573 8.308 9.∞4 9，696 ー
総数 A19 12 124 .6.274 l:I.850 A724 .6.400 .6370 l:I.t32 24 A118 .6.68 ー

対(24'前・2年3増〉減数{月別) 男性 33 12 78 Al45 ..6.555 A制。 ..6.279 l:I.218 .6.86 13 .0.79 a16 ー
女性 .652 。 46 .A129 .0.295 l:I.284 .6121 l:I.152 企46 11 企~37 .652 ー
総数 ー .0.7 117 .6.157 A1，OO7 ..6. 1.731 .0.2.131 A2.501 A2.6羽 .A2.切9A2.125 .6.2.193 ー

対(2前4-2年3増〉滋敏{累計) 男性 ー 45 123 .6.22 A577 A1.017 A1.296 A1.514 .6.1.加。 A1.587 A1.666 A1.682 ー
女性 ー ム52 A6 A135 A430 A714 .l:I.B35 .6987 A1.閃3 A1.022 A1.059 .l:I.1.111 ー

資料芳成24年明=おけ碩扇面京事【肉閤肩吾事前
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平成23年計及び平成24年計の自殺者数等の比較(都道府県別)

平成23年(確定値) 平成24年(確定健)

自殺者数 自殺死亡率 自殺者数 自殺死亡率

人 人

全国 30.651 24.0 27.858 21. 8 

北海道 1.437 26.2 1.296 23.6 

青森 400 29.3 356 26. 1 

岩手 401 30.5 353 26.9 

宮城 483 20.8 508・ 21. 8 

秋田 343 31.9 .315 29.3 

山形 288 24.8 291 25. 1 

福島 525 26.4 453 22.8 

茨城 703 23.8 627 21.2 

栃木 530 26.5 504 25.2 

群馬 509 25.4 513 25.6 

埼玉 1.667 23. 1 1.571 21.8 

千葉 1.443 23.2 1.242 20.0 

東京 3. 120 23.6 2. 762 20.9 

神奈川 1.852 20.4 1.644 18. 1 

新潟 724 30. 7 ' 700 29.6 

富山 301 27.7 264 24.3 

石川 289 24.8 265 22. 7 
福井 171 21. 3 181 22.5 
山梨 312 36.4 280 32.7 

長野 501 23.4 480 22.4 
岐阜 525 25.4 468 22. 6 
静岡 963 25.7 834 22..2 

愛知 1.634 22.0 1.454 19.6 

=重 368 19.9 384 20.8 
滋賀 376 26.6 306 21.6 
京都 567 21.5 464 17.6 
大阪 1.924 21. 7 1.740 19..6 
兵庫 1.303 23.3 1.225 21. 9 
奈良 238 17.0 262 18.8 
和歌山 274 27.5 207 20.8 
鳥取 166 28.4 130 22.2 

島根 199 27.9 168 23.6 
岡山 409 21. 1 382 19. 7 
広島 601 21. 1 614 21.5 
山口 366 25.4 346 24..0 
徳島 150 19.2 165 21.2 
香川

- 248 25.0 176 17. 7 
愛媛 369 25.9 337 23. 7 
高知 224 29.6 214 28.2 
福岡 1.308 25.8 1. 186 23.4 
佐賀 210 24.8 213 25.1 
長崎 347 24.5 284 20.0 
熊本 441 24.3 448 24.7 
大分 281 23.6 278 23.3 
宮崎 338 29.9 307 27. 1 
鹿児島 436 25.7 394 23.2 
沖縄 387 27.6 267 19. 1 

注 1.平成24年計は『平成24年中における自殺の状況J【内閣府・警察1T】による
2.自殺死亡率:人口10万人当たりの自設者数

自殺者数対前年同月比

増減数 増減率

人 % 

~ 2.793 ~ 9. 1 

~ 141 ~ 9.8 

~ 44 ~ 11. 0 

~48 ~ 12.0 

25 5.2 

~ 28 I:::t，. 8.2 

3 1.0 

~ 72 I:::t，. 13. 7 

~ 76 I:::t，. 10.8 

~ 26 ~ 4.9 
4 0.8 

~ 96 ~ 5.8 
~ 201 ~ 13.9 
~ 358 ~ 11.5 

~ 208 a 11.2 

a 24 a 3.3 

~ 37 a 12.3 

A 24 I:::t，. 8.3 

10 5.8 

a 32 a 10.3 

~ 21 a 4.2 
~ 57 a 10.9 
.6. 129 ~ 13.4 
a 180 A 11.0 

16 4.3 
a 70 a 18.6 
A 103 A'18.2 

.6. 184 A 9.6 
a 78 a 6.0 

24 10. 1 

A 67 ，a 24.5 

a 36 a 21. 7 

.6. 31 a 15.6 

~ 21 ム 6.6
13 2.2 

.6. 20 a 5.5 
15 10.0 

a 72 ~ 29.0 

A 32 ~ 8.7 
A 10 .6. 4.5 
A 122 a 9.3 

3 1.4 
~ 63 .6. 18.2 

7 1.6 
A3 A 1.1 

A 31 a 9.2 

ム42 a 9.6 
I:::t，. 120 .6. 31.0 

3.人口は、平成23年10月1日現在で算定(平成24年4月17日に公表された総務省『人口推計年報』に基づ(>
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平成23年計及び平成24年計の自殺者数等の比較(都道府県別グラフ)

自殺者数

3，500 

{人)

3，000 

2，500 

2，000 

1，500 

1，000 
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。
北青岩宮秋山福茨編群埼千束神新宮石福山長岐静震三滋京大兵宗租鳥島岡広山徳香量高福住長熊大宮鹿沖
海森手械固形島減木馬互譲京奈潟山川井梨野車問知重賀都板庫良歌期担山島ロ島川媛知関賀崎本分崎児縄
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北青岩宮秋山福茨栃群埼千葉神新富有福山長舷静量三滋京大兵泰和鳥島岡広山徳香霊高指佐長篇大宮鹿沖
海森手城固形島城木鳳玉葉京崇渇山川井梨野阜岡知重賀都阪庫良歌取担山島ロ島川援知岡賀崎本分崎児絹
道 I11 山島

| C=:=:J平成23年計 -平取4年計 一一平成俳胎圏 一一平成24年計全国

対前年自殺者増減率上位5県対前年自殺者増減数上位5県

平成23年 平成24年 河別ヰ応

~増減数~;増滋寧
宮城 483 508 25 5.2 

増加
奈良 238 262 24 10. 1 
三重 368 384 16 4.31 
徳島 150 165 15 10.0 
広島 601 614 13 2.2 
東京 3. 120 2， 762 A 358 A 11.5 

減
!神奈川 1， 852 1，644 A 208 A 11.21 
干薬 1，443 1. 242 A 201 ム 13.9

少
大阪 t，924 1，740 A 184 ム 9.6i
|愛知 1，634 1.454 A 180 A 11.0 

平成23年 平成24年
対百f年比

増減数 喜増減毒fi

奈良 238 262 24 10. 1 

増
徳島 150 165 15 10.0 
福井 171 181 10 5.8 方自
宮城 483 508 25 5.2 
ー霊 368 384 16 4.3 
|沖縄 387 267 A 120 A 31.0 

減
香川 248 176 A 72 A 29.0 
和歌山 274 207 A 67 A 24.5 少
|鳥取 166 130 A 36 ム 21.7 
滋賀 376 306 A 70 A 18.6 
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平成25年の月別の自殺者数について
1 自殺者総数

2 都道府県別自j量者数

I| 郁北青lS.海附森道帰

合計 1月

1.2441 97 
339 26 

手 373 27 

百報 485 52 
297 21 

形 287 24 
466 35 

2.825 233 
615 55 
489 58 
516 49 

1.520 129 
1.215 128 

ー|諜11 1.532 135 
655 53 . 259 26 
439 25 
SAO 92 
257 22 

石 JI 226 21 
福 164 16 
既 449 40 
襲 1.516 160 
ー 402 32 

334 23 
518 47 

1.553 153 
o:! 1.180 92 
E 242 25 
|融』 220 24 

130 20 
191 15 
358 31 
632 62 

ロ 292 25 
181 16 
208 20 
337 29 
183 19 

1.130 110 
182 11 
313 28 
376 30 
270 27 
265 29 

lm!R.. 412 35 
278 24 

2周

87 
23 
20 
38 
21 
25 
28 
227 
40 
43 
41 
130 
105 
134 
42 
19 
33 
80 
17 
18 
16 
31 
122 
31 
23 
45 
118 
103 
19 
17 
7 
16 
34 
52 
21 
11 
16 
30 
21 
85 
20 
26 
35 
21 
13 
26 
24 

来日l 同 は、死体が発見された都道府県及びFに計上している.

3月 4貝 5月 6且 空月
114 96 126 108 
32 45 25 30 
38 36 39 29 
39 27 54 40 
18 31 27 25 
26 31 27 22 
39 38 59 43 

226 243 248 236 
68 55 48 56 
41 46 52 37 
50 50 40 43 
132 140 122 109 
94 98 96 109 
121 143 145 161 
73 56 68 64 
24 29 28 18 
41 50 41 33 
99 67 71 60 
25 27 31 30 
25 17 16 14 
10 18 18 9 
40 34 42 41 
118 146 147 114 
42 43 42 31 
34 33 22 32 
51 37 50 42 
161 141 151 119 
136 101 111 104 
19 13 29 16 
15 14 19 24 
13 16 7 8 
16 12 7 26 
29 32 33 36 
56 60 62 60 
24 18 29 33 
19 14 19 13 
17 18 14 19 
32 22 29 34 
21 11 19 15 
113 85 112 89 
15 18 21 18 
24 29 32 36 
40 33 34 28 
22 19 34 22 
31 23 31 18 
40 37 36 45 
15 29 27 14 

8月 9月 10月
118 113 99 108 
32 28 31 .27 
38 30 24 33 
48 33 41 41 
21 24 27 24 
26 18 19 30 
36 42 32 53 

264 226 252 223 
52 56 38 50 
34 44 37 36 
36 35 43 50 
118 133 147 126 
92 106 107 100 

122 126 118 109 
60 44 45 46 
24 19 16 22 
39 35 34 38 
5_8 59 71 57 
15 16 21 19 
26 22 20 19 
13 17 15 9 
38 45 39 32 
136 123 113 124 
34 38 34 27 
25 29 33 28 
39 39 48 39 
106 115 125 135 
98 75 100 108 
19 22 21 19 
22 13 19 16 
9 12 13 11 
18 24 12 15 
27 32 36 19 
61 39 44 32 
30 25 26 24 
17 15 16 15 
17 20 19 19 
35 25 25 26 
10 12 17 12 
83 91 99 92 
20 10 15 11 
24 22 19 20 
37 22 39 23 
23 23 13 23 
26 19 15 19 
33 37 34 31 
28 26 28 19 

(12月末の速報値)
【平成26年1月8日集計】

11月 12且
97 81 
25 15 
29 30 
43 29 
31 27 
24 15 
37 24 
207 240 
46 51 
33 28 
40 39 
118 116 
94 86 
107 111 
48 56 
17 17 
35 35 
66 60 
11 23 
17 11 
8 15 
35 32 
102 111 
21 27 
24 28 
35 46 
121 108 
78 74 
17 23 
21 16 
4 10 
17 13 
26 23 
51 53 
20 17 
14 12 
15 14 
28 22 
11 15 
96 75 
8 15 
27 26 
32 23 
23 20 
25 16 
23 35 
15 29 

国際
掌
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平成25年中の横須賀市消防局の自損行為における救急取り扱い状況

水難 交通事故|労働災害|運動競技|一般負傷自然災害
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ーーーー- 軽症 中等症 重症 死亡 その他 計

小児 平成25年

(15歳以下) 平成24年 2 3 

成人
平成25年 32 49 20 12 113 

平成24年 43 49 17 16 126 

高齢者 平成25年 2 3 4 9 18 

(65歳以上) 平成24年 6 12 5 7 30 

富十
平成25年 34 53 24 21 。 132 

平成24年 49 63 22 24 159 

増減 -15 ..;，10 2' -3 -27 

5 自損行為における不搬送理由

加害 l本自:損存嘉ミ| 急病

15112m望む~;i;8Øf;1 -15，801 

1761船主義泌がI 15，482 
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ド¥出場件数 不搬送件数
肉 訳

緊急性なし 傷病者なし 拒否 死亡 践報・いたずら その他
平成25年 186 55 2 5 10 33 4 

平成24年 233 74 4 3 22 37 。 8 

増減 ー47 -19 -2 2 ー12 -4 -4 

その他
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年齢別

9歳以下

10歳-14歳

15歳-19歳

20歳-24歳

25歳-29歳

30歳-34歳

35歳-39歳

40歳-44歳

45歳-49歳

50歳-54歳

55歳-59歳

60歳-64歳

65歳-69歳

70歳-74歳

75歳-79歳

80歳-84歳

85歳-89歳

90歳-94歳

95歳-99歳

100歳以上

計



平成25年 (2013年)医療機関別搬送人員

市内救急告示医療機関

ぷτ一一一竺竺 急病 交通 一般 j層樹委 その他 計

横須賀市立うわまち病院 3486 309 600 ?ま~~ち謀長7{23 488 4906 
横須賀市立市民病院 1741 119 239 総総会議B 185 2290 
横須賀共済病院 4495 456 1125 L主主主主;さお2.1: 707 6804 
横須賀共済病院(救急救命センター) 455 62 58 さ主義きょ:ぷ主aJ 45 691 
聖ヨゼフ病院 205 64 179 P♂鴻J禁r下;九~1~~1~~~誌汽':' 98 546 
衣笠病院 562 73 154 議会議!??滋2 107 898 
浦賀病院 146 23 務総慾2 25 204 
湘南病院 350 15 . 48 議総長議長ili 36 450 
自衛隊横須賀病院 107 18 48 欝護審議長諜寵1:: 24 198 
富永整形外科 2審議議定援護二 3 
市内救急告示医療機関合計 11547 1125 2476 意義当主税1.21 1715・ 16990 

久里浜医療センター 33 1議論説2 3 39 
神奈川歯科大学附属病院 11 2 8議欝線設3蕊 5 26 
パシフィックホスピタル 4 iゴ議柑会i主l~的~f.主ふ"怖シ:がチモらγ場も事1む・ 4 
横須賀共済病院分院 4 芯23:4え~.ザf~~f~~匹'!::てi:タ4ベ手~l'ヘ; 5 
横須賀市救急医療センター 981 165 205 法:.... x治~.~ド，お~~~~ど;'，:会')"~弘~*~一2‘' 26 1380 
その他の市内一般医療機関 小計 117 25 21 訟;語紙~f$:x~r~話， 11 174 
市内一般医療機関 合計 1150 192 235 ヱU二三JZEKJど・:.... :..ニ ~{.~i~~. !叫Z 46 1628 

市内一般医療機関

合計

横浜南共済病院 882 36 138 j;与h…~~1~ン ;も毎rよ日I‘，~:.町、、定s 乙}T:'~~ム0，;、~i.~~~ぷb寸JJrY ー 106 1162 
湖南鎌倉総合病院 84 22 tv ，七F昂a之九丞ztz.tJ刊~::て:ら~:ι‘;.... 、.. U.，ι.;'、1邑:}:・り‘恰，可'、、l、. 25 140 
金沢病院 ~ ;;‘;f~‘$町現\ア7、‘ 千 6 
金沢文庫病院 16 5 締棋相のい、~it山~;~!~t~呼~~~l、 5 26 
ー浦市立病院 31 4 i日'.グA山3 句・~~匂/~~.)，・〆-r同、‘l‘.空.、 26 70 
若草病院 5 . 9 

大船中央病院 ρゐごてうL ・:，>'丸~ !!..、λ'~f;‘f.. 寸、に.守~~三4 7 11 
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センタ 10 1 士~~門，~;巧d二i~:!エ~J~ 込、4'.包0 ・mいt1れ.~~i 久 32 44 
横浜市立大学医学部附属病院 134 12 て~.i!;一曹戸，~~ト}~二、・.主，一、ヂ.♂;f~喰'l惨 39 185 
その他の市外救急告示医療機関小計 57 10 ~i押~.ρ'‘~?・(!:・示イ-寸ピー.，4ー…選、Z一.. 51 120 
市外救急告示医療機関 合計 1224 54 202 ま?綴締結滞。 293 1773 

市外救急告示医模様関

横浜医療センター 2hgミち2:.t-:~::~.~;主主 91 
神奈川県立こども医療センター 16 5 21 i 

神奈川県立循環器呼吸器病センター 30 18 48 
横浜市救急医療センター 12 3 171 
福井記念病院 13 4 18 
その他の市外一般医療機関小計 84 57 1431 
市外一般医療機関 合計 156 6 主主主'.~ ".:;:;~. 0 93 2561 

市外一般医療機関
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合計

市外その他の場所

|市外その他の場所

l市外織送人員合計

l搬送人員合計
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横須賀市の自殺未遂者対策について

1実施開始日.:平成22年8月1日~

2連携先:I横須賀共済病院救命救急センター

3内容:
自殺企図により横須賀共済病院救命救急センターに救急搬送された患者及びその家族を対象に、本人等の同
意に基づき、保健所が積極的に介入し、自殺未遂者が再び自殺を図ることを防止するとともに、その家族の
辛さを傾聴して、心の負担の軽減に努める。

4病院と保健所の連携について

5実 績:平成22年8月1日~平成25年7月31日 (3年間)
1 救急搬送者(横須賀共済病院救命救急センター)数について
2 支援実績について
(1 )支援対象者数
(2)支援内容
(3)支援の困難さ



自殺未遂者対策事業の概要

なぜ自殺未遂者対策は必要か

←4 

c;:) I保健所の介入支援の対象かどうかの確認

保健所の支援について説明、同意を得る

保健所は、自殺企図者の概要を把握し
て、できるだけ入院中に初図面接。面接前
に看護サマリーにより概要把握

自殺企図者の抱えている悩みや，問題点
を傾聴し、問題の整理、解決に向け関係
機関の紹介や制度の活用について支援

身体治療に関わる処置、検査

受傷状況に関する情報把握

、，自殺企図手段、発見状況、精
神科受診歴他

、t脈拍あるじは心拍数・呼吸(数)・血圧・体
温の他、意識レベルのチェック

入院中に面接できな志づ正ゲー3ミについて、看護サ
マリー(診療記録の1つであり、病歴等の要約を記し
たもの)を作成し、保健所!こFAX送信

百殺査園(/):壇由となった悩みー問題
、，点の解決、又はどうにもならない悩
• .みを共感することなどで心の悩みが
軽減して落ち着く

自殺未遂者支援終結。必要に応じて、地
域担当が寄り添う

〆



自損-行為市内病院への搬送人員

平成24年 平成23年 平成22年 平成21年 平成20年 平成19年 平成18年

横須賀共済病院(救命救急センター)※ 86 94 94 82 93 

一一-----、一一、~ー横須賀共済病院 26 40 45 31 43 115 90 . 

衣笠病院 。 。 2 5 2 3 3 

市立うわまち病院 17 19 15 23 36 37 58 

横須賀市立市民病院 13 6 12 11 17 9 12 

横須賀市救急医療センター 4 7 5 4 7 4 3 

聖ヨセヲ病院 2 2 2 7 4 2 

自衛隊横須賀病院 2 2 。 2 

トートー、浦賀病院 。 2 3 3 2 
.--.-

横須賀北部共済病院 。 。 。 。 。
湘南病院 2 2 2 。 3 

久里浜医療センター 2 4 。 。 2 2 

汐入メンタルクリニック 、 。 。 3 4 。 。
市内その他の場所 。 。 。 。 01 

市内病院合計 155 177 181 169 214 178 177 

横須賀共済病院搬送割合 72.3弘 75.7覧 76.8% 66.9"% 63.6覧 64.6覧 50.8弘

市外病院 4 7 6 6 4 10 16 

自損行為総搬送人員 159 184 
. 

187 175 218 188 193 

※横須賀共済病院(救命救急センター)は平成20年から横須賀共済病院と分けて統計を取っています。
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自殺未遂者支援フローチャート

横須賀共済病院から保健所に連絡が入る。

地区担当者(主・副)または未遂支援担当者が状況を聴き取り、自殺未遂者連絡受理票を記入。不在の場合は、電話に出た者が記入する。

できるだけ速やかに(入院中が望ましい)本人との面接を実施する。面接は未遂支援担当者と地区担当者で行う。

継続

①②を実施

不在の場合は、行ける者で対応する。
本人への事業の説明、退院後の連絡先の確認と次回、本人へ連絡する日にちを決める。

①地区担当者が本人及び家族に連絡を取り、未遂支援担当者と日程調整し、相談日を決める。

②未遂者処遇検討会議(月 1回)
係長・未遂支援担当者・地区担当者で情報共有、支援方法の検討、終結の判断を行う。

③こころの健康係職員で未遂者支援事業検討会議を実施(年4回)

連絡が取れない場合

手紙を送付 地区担当へ引き継ぎ



<終結の判断基準>

①希死念慮の喪失。

②未遂の原因が取り除かれた。

③本人から希望がない。

*家族から支援依頼があった場合は、家族からの情報で判断することも可。

終結する場合は、本人または家族に終結を伝える。

支援終結の決定は、未遂者処遇検討会議にて係職員で判断する。

<連絡が取れないケースの対応>

トーム

σ〉

連絡が取れなくなった日から7日後に手紙を郵送する。

手紙を郵送したが連絡がないまま14日経過した場合は、本人宅へ訪問する。

不在の場合は再度手紙を置いてくる。

手紙・訪問の結果、連絡が取れない場合は、処遇検討会議にて係肉で終結と判断する。

終結後は、通常の相談業務と同様の対応となる。



自殺未遂者支援事業実施要領

(目的)

第l条この要領は自殺対策基本法第17条及び第18条に基っき、自殺未遂者及びその家族に対し、横須賀市保健所(以下「保健所というJ0 )が積極的に

介入し、適切な支援を図るために必要な事項を定めることにより、自殺未遂者が再び自殺を図ることを防止することを目的とする。

(介入支援の対象者)

第2条次に該当するものに対し、必要な支援を行う。

ド4

-..:] 

( 1 )保健所は、自殺を図ったことにより、横須賀共済病院(以下「病院Jという。)で救命救急センターに入院した者のうち、次のいずれかに該当し、

保健所への情報提供に同意した者。

ア 精神科主治医が現在いない者

イ 精神科医の治療を中断している者

ウ 病院が把握する限りにおいて、自殺未遂を2回以上繰り返している者

エ 家族などの連絡先や引き取り関係者がいない者

オ 病院が保健所の支援を必要と判断した者で、保健所が支援を必要と認めた者

(2) 自殺を図ったことにより、入院した者の家族等のうち、保健所の支援を必要とする者。

(支援内容)

第3条 次により介入支援対象者に対する支援を行う。

(1)病院職員は、介入支援対象者に対し、自殺未遂者ケアフローチャート(別添 1)に従い、病院職員から、「一度は死を考えたあなたへJ(第 1号様式)

を手渡し保健所の介入について紹介をする。

(2)病院は、保健所の介入について本人から情報提供について同意を得た場合、自殺未遂者情報提供書(第2号様式)または病院で使用しているサマリ

ーにより保健所に連絡する。

(3)連絡を受けた保健所は、できるだけ速やかに当事者又は家族と面接する。

(4)保健所職員が傾聴のうえ、問題の整理、解決に向け関係機関の紹介や制度の活用について支援する。



(5)病院職員は、保健所介入について、本人の同意を得られなかった場合でも、 「一度は死を考えたあなたへJ (第1号様式)を手渡し、保健所.の介入

について紹介をする。

(6)必要に応じて、自殺未遂者の家族等にも同様の支援を行う。家族に対する支援の場合は、本人の同意は必要としない。

(研修等)

第4条 自殺未遂者の対応等に関する研修及び必要な事項を実施する。

(1) 関係職員に対し、自殺未遂者及び家族への対応等に関する研修を実施する。

(2) その他自殺未遂者支援として必要な事項を実施する。

(報告)

第 5条 自殺未遂者の要因分析や支援内容の分析等のため、病院は、鍛送された自殺未遂者に関し、その状況等について自殺未遂者調査票(第3号様式)

により保健所健康づくり課に報告する。

(事務局)

お第6条本事業の事務局は、横須賀市保健所健康づくり課とする。病院の連絡窓口は医療相談室とする。

附則

この要領は、平成 22年 8月 1日から施行する。

-附則

乙の要領は、平成 22年 12月 1日から施行するー

附 則

この要領は、平成 23年 12月5日から施行する。

附則

この要領は、平成 25年 4月1日から施行する。

附.則

この要領は、平成 25年 8月1日から施行する。



自殺未遂者情報提供書

記載年月日平成 年 月 日

情報提供に関する本人同意 有

支援対象基準 ①精神科主治医が現在いない

該当番号にOを ②精神科治療を中断している

③家族などの連絡先や引取り関係者がいない

氏名

住所

横須賀市 (町)

家族等連絡先 1且 住所

生年月日

T. S • H 

関係{父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父・祖母・その他(

職業 {会社員 公務員 自営業その他(

自殺未遂実施日時 自殺未遂場所

平成 年 月 日 時頃

年 月

)} 

手段 総頚、飛び込み、墜落、切創・剥創、薬物、毒物、ガスJ入水、焼身、

その他( )不明

入院月日 | 退院予定月日

平成 年月日 !平成 年 月 日

入院病棟(病室番号) I 連絡担当者(連絡電話)

主治医 精神科診察医

現在の状態

身体機能 歩行:自立 杖歩行・歩行器 車いす ベッド上

上肢‘:両手自由 片手不自由 手指自由手指不自由

体勤:寝返り可 半介助 金介助

日生まれ

) } 

排浩:自立 トイレ介助 ポータブル使用 ベッド上介-助 おむつ

食事:自立 半介助 全介助 経管栄養 胃ろう 中心静脈栄養

言語:正常 障害有

その他特記事項

精神状態 平穏 抑うつ状態 易怒性完進 感情失禁無気力 多弁 悲観的

(複数可) 焦燥感完進 不眠 強い自責感 希死念慮有 話そうとしない

その他特記事項

19 
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20歳未満
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳以上

不明
計

自殺企図による救急搬送者数(横須賀救命救急センター)

平成22年8月1日~平成25年7月31日(3年間)
男 4全 女 性 不 明

計 割合
搬送者数 割合 搬送者数 割合 搬送者数 割合

8 2.1% 10 2.7% 18 4.8% 
20 5.3% 70 18.6先 90 23.9% 
22 5.8% 58 15.4切 80 21.2切
22 5.8切 65 17.2% 87 23.1% 
13 3.4免 19 5.0覧 32 8.5% 
13 3.4弘 19 5.0覧 32 8.5% 

. . 4 1.1覧 30 8.0九 34 9.0%! 
3 0.8児 0.3% 4 1.1% 

102 27.1% 274 72.7九 0.3見 377 100.0% 



自殺未遂者支媛実績【平成22年8月1日~平成25年7月31日】.

| 合計(A) I 
13771  自殺未遂者総数

1.本人に対する支媛

支非
揖践
肉当

トコE 訳者

ト4

2.家族に対する支援

割合 |同意が得られな
(E)=(D)パB)X100 Iかった人数{円

合計

W
2
一市

割合
{附=(J)/(H)X 100 n

u
-

x
-

合
同
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割

ω
一
M
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M
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必

u
一一ω=
一日

目伺い，.、.

制
撤
-

得
l
A
-

uv
た
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意
均
一

同
諸
国

家族支援が必要 ロ一一
M
M

支援事由 支媛対象人数(H)I 割合 |同意を得た人数
(l)=(H)/'ωX100 r 人数:(J)

3.支緩対象とならなかった事由

事由 人数 割合

対象者であるが本人の同意がない 77 25% 

精神科医の診察結果、フォロー必要なし 5 2覧

ICU治療入院後死亡転帰
、

0% 

市外の人 75 24% 

記載なし(支援事由対象外のため) 153 49% 

合計 311 100% 



調査票集計(平成22年 8月 1日~平成25年 7月31日)

同意の有無 性別 (総数66名)

自殺未遂方法
350 

300 

250 

人 200

数 150

100 

50 

。
薬物 墜落 東IJイ菖 総額 毒 物 ガス 8 9 

国有ミ日月 1 

ロ女性 226 12 19 6 6 2 2 1 

鳳男 性 65 15 8 3 7 1 3 1 
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自殺未遂場所 11 仕事

回男性 μ女性回不明 11 200 
180 

160 

140 

120 

1086000 1 1 1 

件 l上
悶不明

日女性

F3 回男性40 
安""'"竺"・

20 。
H ベヤ..¥'、1芋 1(~や' 命『F時帝十 dV FVGP 場司ト φキ *命、 保や

待、

自宅 その他

[¥.コ
トム

同居人の有無 配偶者の有無

.男性 信女性田不明 .男性 信女性阻不明

9 

有 不明 無 有 無 死別
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自殺未遂に至った背景要因ー自殺未遂者対策支接者86人〈平成22年8月~平成25年12月)

保健所支援対象者:男性 25人 (29.1%)、女性 61人 (70.9%)の背景要因一覧(小分類・複数回答)

要因 (人} 要因 (人) 要因 (人〕

親子関係の不和 29 仕事の失敗 』結婚をめぐる悩み 。

夫婦関係の不和 24 勤 職場の人間関係 7男 失恋

その他家族関係の不和 5 
務

職場環境の変化
女

不倫の悩み 2 :間 5問。

家族の死亡 6 題 仕事疲れ 9題 その他交際をめぐる悩み 7 
ー翼』民. 

家族の将来悲観 3 その他 その他
庭

家族からのしつけ・叱責 10 倒産 。
l 入試に関する悩み

間
題 子育ての悩み 3 事業不振 2 その他進路に関する悩み 。

DV 6 失業 9 寸品崎ー 学業不振 。

被虐待 12 経済.<就職失敗 。
校題問

教師との人間関係 2 

1介護・看病疲れ 5 生活苦 11 いじめ 。
sE1 . その他 8 

. 
負債(多重債務) 。 その他学友との不和 。

生詰:
身体の病気への悩み 12 活 負債(連帯保証債務) 01. その他

精神疾患への悩み 66 間!負債(その他) 7 犯罪発覚等

i健康 J 身体障害の悩み 6題 借金の取り立て苦 2 犯罪被害 。

治療関係の悩み 7 自殺による保険金支給 そ 後追い 2 
問 1の

題 その他 7 相続に関する悩み 。他 孤独感 14 

自殺未遂歴 32 その他 7 近隣関係

アルコール問題 12 ，‘・ .ζ その他 6 

合計

家庭問題 111 

健康問題 142 

勤務問題 23 

経済・生活問題 40 

男女問題 12 

学校問題 4 

その他 25 

357 



V 精神疾患への悩み

小分類のうち、 66人 (76.7%)と最も多くに共通する要因として認められた。うつ病の辛さから逃れるためや、統合失

調症による体感異常(体に虫が這う、胸を触られる等)に耐えきれず、未遂行為に及ぶケースが見られた。

V 親子関係・夫婦関係の不和

「親子関係Jは29人 (33.7%)、「夫婦関係Jは24人 (27.9%)であった。家族(父母、子、配偶者)との口論が最多で、

親からの虐待 (14%が虐待経験あり)、離婚(父母、配偶者)、配偶者の浮気、 DVなどが引き金となるケースも見られた。

家族には相談できないので話を聞いて欲しいという人が多く感じられる。

V 過去の自殺未遂歴

32人 (37.2%)で自殺未遂歴があった。そのうち精神疾患を患っている人は29人 (90.6%).で、精神疾患により不安定

忠 となり、未遂行為に至ってしまうケースも見られる。

T 86人中 83人 (96.5%)が複数の要因を抱え込んでいた(平均要因数は4.3)
聞き取り調査で得られた要因を【家庭】【健康〕【経済・生活】【勤務】【男女】【学校】【その他】の 7つの大分類に大別し

たと乙ろ、 86人中 83人 (96.5%)が自殺未遂の背景に複数の要因を抱えていた。要因の数は、平均で一人 4個であった。

最多で 9つの要因を抱えていた。
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V 要因の組み合わせ上位は「家庭×健康×経済・生活Jr家庭×健康×勤務J

要因の中で最も多かった組み合わせ(複数回答)は、「家庭×健康×経済・生活Jの3要因で、 18人 (20.9%)がとれに

該当した。

主な要因の組み合わせ 該当人数 割合(%)

家庭 健康 経済・生活 18 20.9 

2 家庭 健康 勤務 ー 9 10.5 

3 家庭 、 健康- 孤独感 7 8.1 

4 健康 経済・生活 孤独感 5 5.8 

空I 窒塵一一 健康 男女 4 4.7 



支援の困難さ
救命救急センター肉において、保健
所の支接について同意

救命救急センターに入院中の時は、
保健所支援に同意した

本人同意を一度は得られなかった
が、「治療後このまま帰宅させて何
も支援者が関わらないというのは非
常に心配だJというケースIごついて、
病院側が再度本人に保健所の支援

問について説明して、同意を得た

退院後、支援を断られるも連絡がつかな
い

電話または訪問により、話をするが、今後
の支援は不要と断られる

退院後、①保健所から自宅の電話または
本人の携帯電話に連絡するが、繋がらな
い。その場合、②手紙を郵送し、保健所に
連絡していただくよう依頼する。連絡がな
い時には、③訪問する。不在の時は、④
再度手紙を郵便ポスト等に入れて、電話
連絡してくれるよう依頼する。連絡がない
時は、係内の「処遇検討会議』に諮る

なぜ、保健所からの支援を拒否すると考
えられるか

退院をして今回の自分の自殺企図を考え
てみると、今自分が抱えている悩み・問題
(家庭内の問題等)を保健所に話しても解
決などできない、話をしても意味がない、と
考えた

治療を受けた救命救急センターで、お世
話になったセンターの看護師さんに、保健
所の支援を受けて見ませんかとやさしく言
われれば断りづらい。でも、自宅に帰れ
ば、保健所の支援が惑わしいと思えば、
自由に支援を断れる

t刷蹴送さ矛瓦救命救急センターで治療
を受け、意識が膿騰としている中で、セン
ターの看護師さんから保健所の支援を受
けて見ませんかと言われ、何となく支援に
ついて同意したが、自宅に戻り意識が戻
り、保健所から連絡をもらっても、保健所
の支媛の必要性がよくわからず、支援を
断った

市役所にお世話になることの拒否感

薩所の支:援について両意じ元ことを覚
えていない。必要性を感じていない。



市健康部保健所健康づくり課の今年度の

包取組み状況について
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自殺対策街頭キャンペーン
平成25年9月

月日 実施時間 実施駅

9月7日 17:00-18:00 横須賀中央駅

戸別訪問(1人暮らし高齢者)

月日 実施時間 実施地区

12月11日......20日 9:00"'" 12: 00 森崎5T目市営アパート

8広報掲載

平成26年3月

キャン 横須賀こころの

ペーン実 ホットライン配 月日
働数 布数

38 1，029 3月13日

平成26年3月

績須賀こころの

実施件数 ホットライン配 月日
布数

59 35 3月中

タイトJレ掲載月
9月
3月

私も「ゲートキーパーJ(9月10日，.."16日は自殺予防週間です)

3月は自殺対策強化月間です

広報掲示板

掲載期間 l掲示板数 タイトjレ
15日間(9月)I 450 私も“ゲートキーパー"

/1 (3月)I 450 11 

横須賀こころ

実施時間 実施駅 のホットライ
ン配布数

17:00-18:00 横須賀中央駅

実施時間 実施地区 実施件数

未定 未定
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研修会・講演会等

月日

9月5日

9月12日

講演会 10月16日

1月23日

2月26日

3月6日

3月.19日

4月25日

5月8日

研修会
7月2日

1月16日

テーマ

ストレスとうつ病~人はなぜ心が疲れてしまうの
か

寄り添いを求め、寄り添いを拒む!ズレの心理学

死にたいと間われたら~あなたはどう答えます
か?

家族の異変に気づく~そんなとき、どう声をかけ
たら良いか~

大切な家族との関係に悩むあなたへ~家族との
関係を見直そう~

ストレスとうつ病~人はなぜ心が疲れてしまうの
か

寄り添いを求め、寄り添いを拒む!ズレの心理学

聴くことは生きる支援~生き難さに寄り添う聴き
方「傾聴J

ストレスと上手に付き合えるコツ

ゲートキ-/~ースキルワークショップ

計

講 師 出席者数

湘南病院副院長大滝紀宏氏 26 

アナイスカウンセリング協会ロゴセフピスト鈴
34 木丈織氏

自死・自殺に向き合う僧侶の会藤尾聡允氏 46 

アスク・ヒューマン・ケア研修相談センタ一所長
水;宰都加佐氏

湘南病院副院長大滝紀宏氏

アテイスカウンセリング協会口ゴセラピスト鈴
木丈織氏

横浜いのちの電話研修担当社会福祉士 9 

佐々美弥子氏 7 

アスク・ヒューマン・ケア研修相談センタ一所長
水津都加佐氏 58 

自殺危機初期介入スキル研究会 13 

193 
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生きる支援連絡会

回数 月日

第1回 7月18日

第2回 8月26日

第3回 8月26日

第4回 10月24日

第5回 12月9日

第6回 1月30日

第7回 2月14日

第8回 3月18日

テーマ

生きる支援とは何か

しっかりと相談を受け止める聴き方について①

しっかりと相談を受け止める聴き方について②

連携

窓口で対応に苦慮する市民の対応~境界性
パーソナリティー障害の理解~

お金にまつわる相談の実際

事例検討・包括相談の実際

緊急現場の実際

計

講 師 出席者数

湘南病院副院長大滝紀宏医師 46 

川崎幸クリニック臨床心理士
43 

稲富正治さん

川崎富幸クリニック臨床心理士
稲正治さん

39 

保健所健康づくり課高木課長 .‘ 39 

桜木町クリニック川崎万生医師 42 

横須賀総合法律事務所望月由佳子弁護士

神奈川県精神保健福祉センター赤池専門福
祉士

救急隊、医療機関等

209 
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平成25年度自死遺族分かち合いの会

実施月 参加者数
4月
5月 3 
6月 3 
7月
8月
9月 3 
10月 3 
11月
12月 。
1月
計 17 

会場:総合福祉会館
委託先:全国自死遺族総合支援センター
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平成25年度自死遺族個別相談

実施月 参加者数
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
計

。。。。。
。。
。
2 
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[資料6)

記者発表一覧

青色灯設置により、列車への飛び込み自殺が減少

平成24年 10月9日

東京大学大学院経済学研究科

1.発表者:

津田康幸(東京大学大学院経済学研究科教授)

上回路子(SyracuseUniversity. Research Assistant Professor of Political Science) 

松林哲也(Universityof North Texas. Assistant Professor of Political Science) 

2.発表のポイント:

@どのよう怠成果を出したのか

首都圏のある鉄道会社のデータを用いた統計分析により、駅ホームにおける青色灯の設置後に鉄道自殺者

数が平均して約 84パ一セント下落することが分かつた。

@新規性(何が新しいのか)

自殺対策として、様々 怠鉄道会社が駅や踏切において青色灯の設置を進めてきたが、その科学的証拠は皆

無であった。本論文は鉄道駅青色灯の自殺防止効果を初めて示した研究である。

φ社会的意義/将来の展望

ホームドア設置に加えて、青色灯設置が有効怠自殺防止の方法であることが明らかにされたことは、緊急の鉄

道自殺問題の具体的対策を推し進める上で社会的意義が大きい。

3.発表概要:

鉄道駅や踏切における列車への飛び込み自殺は多くの国で大きな社会問題のーっと怠っているが、特に日本

37 



では、自殺による輸送障害が増加しており、自殺対策全体において重要怠課題と怠っている。東京大学の研

究ゲループ(大学院経済学研究科教授の津田康幸、アメリカ・シラキュース大学の上回路子、アメリカ・ノース

テキサス大学の松林哲也)は、列車への飛び込み自殺を防止する手段として、鉄道会社により近年用いられ

るように怠った青色釘の効果について、首都圏のある鉄道会社のデータを用いた統計分析を行った。駅におけ

る青色灯設置と自殺者数のデータを用いた分析の結果、青色灯の設置後には自殺者数が平均して約 84パ

一セント下落する乙とが分かった。

これまでJR各社をはじめとして様々 怠鉄道会社が駅や踏切において青色灯の設置を進めてきたが、青色灯

の設置によって自殺者数が減ったことを示す科学的証拠はこれまで提示されてい怠かった。本論文は鉄道駅に

おける青色灯の自殺防止効果を厳密怠統計解析によって初めて示した研究である。以上により、青色灯も、

ホームドアに加え有効怠鉄道自殺防止の方法に怠り得るということが示された。

4.発表内容:

鉄道駅や踏切における列車への飛び込み自殺は多くの国で大き怠社会問題のーっと怠っている。特に日本で

は、自殺による輸送障害(列車の運休や30分以上の遅延怠ど)は 2006年度に 534件であったものが2009

年度には 682件と3年聞に3割近くも増えており(国土交通省の調査による)、鉄道自殺を抑止することは自

殺対策全体において重要な課題と怠っている。また、列車への飛び込み自殺は、目撃者や関係者に精神的

怠ショッヲを与えたり、安全怠鉄道の運行を妨げたりするだけで怠〈、到着の遅延を招くなど大き怠社会的損失

を生み出す原因となることからも、緊急の対策が必要とされる問題だと言える。Joumalof A仔ective

Disordersのオンライン版にて公開されたもoesthe ins'句lIationof Blue Lights on Train Platforms Prevent 

Suicide?: A Before-and-After Observational Study from Japan"において、東京大学の研究グループ(大

学院経済学研究科教授の薄田康幸、アメリカ・シラキュース大学の上回路子、アメリカ・ノーステキサス大学の

松林哲也)は、列車への飛び込み自殺を防止する手段として、鉄道会社により近年用いられるようになった青

色灯の効果について、首都圏のある鉄道会社のデータを用いた統計分析の結果を発表している。青色灯は、

踏切やホーム端に設置され、点灯は夜間のみ行われている。駅における青色灯設置と自殺者数についての

2000年から2010年のデータを用いて分析を行ったところ、青色灯の設置後には自殺者数が平均して約84パ

ーセント下落することが明らかに怠った。自殺者数の同様の減少は青色灯未設置の駅においては観察されて
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いない。なお、駅によって自殺件数に違いが存在するため、分析の際には駅の特性怠どが考慮に入れられてい

る。

これまで、JR各社をはじめとして様々 怠鉄道会社が駅や踏切において青色灯の設置を進めてきた。青色灯に

は人聞の気持ちを落ち着ける作用があるとされ、自殺を思いとどまらせる効果への期待がその背景にある。しか

し、自殺を試みる人々 の心理・行動に対して青色照明が持つ効果については科学的に証明されているわけで

は怠い。また、青色灯の設置によって自殺者数が減ったことを示す科学的証拠はこれまで提示されてい怠かっ

た。本論文は鉄道駅における青色灯の自殺防止効果を厳密な統計解析から初めて示した研究であり、今後

の自殺防止対策に重要怠示唆を与える。鉄道駅における自殺防止対策としてホームドアの設置が効果的で

あることがこれまで論じられてきたが、プラットホームの改良等が必要と怠るためその設置費用も大きい。一方、

ホームドアに比べ青色灯設置の費用は低いと考えられるため、費用対効果という点から考えて、青色灯の設

置も、ホームドアに加えて有効怠自殺防止の方法だと言えるであろう。

5.発表雑録:

雑誌名:Joumal of A仔ectiveOisorders， Elsevier (2012年9月 11日掲載)

論文タイトル:"Ooes the installation of Blue Lights on Train Platforms Prevent Suicide?: A 

Before-and-A仕erObservational Study from Japan" 

著者:津田康幸、上回路子、松林哲也

001番号:10.1016三jjad.2012.08.018

アブストラヲト URL:h抗p:// dx.doi.org/ 10.1 016/j泊d.2012.08.018

6.問い合わせ先:

津田康幸(東京大学大学院経済学研究科教綬)

(参考文献:東京大学ホームページhttn:llwww.u・tokvo.ac.ip) 
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|参考|
横須賀市自殺対策連絡会設置要綱

(設置)

第 l条 本市内の関係機関が連携を強化し、現状、課題及びこれらを踏まえた

自殺対策の情報を共有するため、横須賀市自殺対策連絡会(以下「連絡会J

という。)を設置する。

(所掌事務)

第 2条 連絡会は、次に掲げる事務を所隼する。

( 1 )自殺の現状把握に関する情報交換

( 2 )市及び関係機関における連携方法についての意見交換

( 3 )自殺対策に関する意見交換

(4 )その他連絡会が必要と認める事項

(組織)

第 3条 連絡会の構成員は、 25人以内とする。

2 連携会議は、次に掲げる者をもって構成する。

-( 1 )学識経験者、関係団体の代表者、労働基準監督署その他の関係行政機関

の職員のうち市長が依頼した者

( 2 )別表に掲げる職員

3 構成員の任期は、 2年とする。ただし、補欠構成員の任期は、前任者の残

任期間とする。

(座長等)

第 4条 連絡会に座長及び副座長を置き、構成員が互選する。

2 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。

(会議)

第 5条 連絡会の会議は、座長が招集する。

2 連絡会は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。

(庶務)

第 6条 連絡会の庶務は、健康部保健所健康づくり課において行う。

(その他の事項)

第 7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、連

絡会の同意を得て座長が定める。

. ， 



附則

"(施行期日)

1 この要綱は、平成 18年 12月 1日から施行する。

(経過規定)

2 第 3条第 4項の規定にかかわらず、この要綱の施行後初めて委嘱され、文

は任命された委員の任期は、平成21年 3月31日までとする。

附則

この要綱は、平成 19年 4月 1日から施行する。

附 員リ

この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する o

附 員リ

この要綱は、平成20年 8月 1日から施行するー

附 員リ

この要綱は、平成21年 4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。

附 則-

この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。

附 員リ

この要綱は、平成25年 4月 1日から施行する，

別表(第 3条第 2項関係)

市民部市民生活課長 同人権・男女共同参画課長 同消費生活センター所長

福祉部高齢福祉課長 こども育成部こども青少年支援課長 同こども健康課

長 消防局消防・救急課長 教育委員会事務局学校教育部支援教育課長 同

教育研究所長



参考

横須賀市自殺対策連絡会席次表

今野幸子様

武田裕様

中島直行様

泉谷洋子様

中丸浩昭様

座長

平成26年1月29日(水)午後3時から

保健所第1研修室

副座長

傍

聴

席

二浦昭夫様|主.~~~~~~E'I |祭;先制n堀込孝繁様

市川敦義様 壊鞠滅~i9~ 水野芳之様

高場利勝様 鈴木威様
言己

漬野芳江様|ち淳史.1 r引をぷ| 丸山力様
者

席

阿瀬川孝治様

桐山丈司様

酒井和子縁

堀田珠紀様

白木義治様

回



|参考|

横須賀市自殺対策連絡会傍聴実施要領

(総則)

1 この要領は、横須賀市自殺対策連絡会(以下「連絡会j という。)の会議の傍聴は

関し必要な事項を定める。

(原則公開)

2 連絡会は、原則として公開とする。ただし、内容等の都合により座長の判断でこれ

を非公開とすることができる。

(傍聴人の資格)

3 連絡会の傍聴者は、原則として市内に在住若しくは通勤、通学するものとする。

(傍聴人の定員)

4 連絡会の傍聴者の定員は、原則として 10人以内とする。ただし、定員を超えた場

合は、抽選で傍聴者を決定する。

(傍聴の範囲〉

5 傍聴の範囲は、公開された連絡会の議事すべてとする。

(傍聴章)

6 傍聴者は、傍聴章(第 1号様式)の交付を受け、これを常時見えるところに着用し、

傍聴を終了する際には返還しなければならない。

(傍聴者の遵守事項)

7 傍聴者が次の事項を守らず、かつ、座長の指示に従わない場合は、座長の判断によ

り、傍聴の許可を取り消すことができるものとする。

( 1)連絡会での発言に対し、拍手その他の方法で可否を表明しないこと。

(2)話をしたり、笑ったりして騒ぎ立てないこと。

(3)はち巻、腕章などをして、示威的行為をしないこと。

(4)病気その他の理由により座長の許可を得たとき以外、帽子、コート、マフラー

などを着用しないこと。

(5)物を食べたり、飲んだD、タバコを吸わないこと。

(6)むやみに席を離れないこと。

(7)メモをとることはできるが、写真・ビデオの撮影、録音をしないこと。

(8)その他、連絡会の秩序を乱したり、妨げになるような行為をしないこと。

(連絡会の事務)

8 連絡会の傍聴の実施に係る事務は、健康部保健所健康づくり課が行う。

附則

この要領は、平成 18年 12月1日から施行する。



附則

この要領は、平成 23年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。



(第 1号様式)


